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北
方
領
土
問
題
と
竹
島
問
題
に
対
す
る
政
府
の
取
組
が
著
し
く
異
な
る
理
由
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
三
一
一
号
）
並
び
に
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
九
三
号
）
を
踏

ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
九
月
四
日
、
谷
崎
泰
明
外
務
省
欧
州
局
長
が
北
海
道
根
室
市
を
訪
問
し
、
北
方
領
土
を
納
沙
布
岬
か
ら
視
察
す
る
と

共
に
、
長
谷
川
俊
輔
市
長
、
元
島
民
ら
と
意
見
交
換
等
を
し
た
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
の
谷
崎
局
長
に
よ
る
根
室
市
へ

の
訪
問
と
同
趣
旨
の
、
隠
岐
の
島
町
等
、
竹
島
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
地
方
自
治
体
の
住
民
と
の
竹
島
問
題
に
つ
い
て

の
意
見
交
換
等
を
通
じ
、
竹
島
問
題
の
解
決
に
向
け
た
地
な
ら
し
を
目
的
と
す
る
、
政
府
職
員
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
訪

問
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
何
を
も
っ
て

『
竹
島
問
題
の
解
決
に
向
け
た
地
な
ら
し
を
目
的
と
す
る
』
と
判
断
す
べ
き
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
も
あ

り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
方
が
言
う
訪
問
の
趣
旨
と
は
、
本
年
十
二
月

二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
五
五
号
）
で
外
務
省
が
「
御
指
摘
の
者
は
、
元
島
民
等
の

関
係
者
と
の
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
意
見
交
換
等
を
目
的
と
し
て
、
出
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
、
谷

崎
局
長
の
訪
問
と
全
く
同
趣
旨
の
、
そ
の
目
的
を
北
方
領
土
問
題
か
ら
竹
島
問
題
へ
と
変
え
た
だ
け
の
、
最
終
的
に
は
竹
島

一



問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
、
竹
島
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
地
方
自
治
体
の
長
ま
た
は
職
員
、
住
民
と
の
意
見
交
換
等
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
趣
旨
の
下
、
外
務
省
職
員
は
じ
め
我
が
国
の
領
土
問
題
の
一
つ
で
あ
る
竹
島
問
題
の
解

決
を
担
当
す
る
政
府
職
員
に
よ
る
、
隠
岐
の
島
町
等
、
竹
島
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
地
方
自
治
体
へ
の
訪
問
は
な
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
か
。

二

一
で
、
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
直
近
五
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

一
で
、
な
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

本
年
十
一
月
二
十
二
日
、
佐
藤
勉
内
閣
府
沖
縄
北
方
担
当
大
臣
が
北
方
領
土
視
察
の
た
め
根
室
市
を
訪
問
し
た
。
右
に
関

し
、
北
方
領
土
問
題
と
並
び
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
の
一
つ
で
あ
る
竹
島
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
度
の
佐
藤
大
臣
に
よ

る
北
方
領
土
視
察
の
様
に
、
我
が
国
の
国
務
大
臣
に
よ
る
竹
島
の
視
察
（
以
下
、
「
視
察
」
と
い
う
。
）
は
こ
れ
ま
で
行
わ

れ
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
、
ま
た
、
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
日
に
ち
、
国
務
大
臣
の
氏
名
、
視
察
方
法
等
を
、
な
い
の
な
ら
、

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
膨
大
な
作

業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
で
政
府
が
、
答
弁

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
�
「
視
察
」
が
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
調
査

二



を
す
る
こ
と
、
�
「
視
察
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
日
に
ち
、
国
務
大
臣
の
氏
名
、
視
察
方
法
等
に
つ

い
て
の
調
査
を
す
る
こ
と
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
、
「
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
」
と
答
弁
し
て
い
る
の
か
、
明
確
な
説
明
を
求
め
る
。

五

一
と
四
の
答
弁
は
、
要
す
る
に
、
国
務
大
臣
は
じ
め
政
府
職
員
に
よ
る
、
最
終
的
に
は
竹
島
問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
、

竹
島
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
地
方
自
治
体
の
長
ま
た
は
職
員
、
住
民
と
の
意
見
交
換
ま
た
は
竹
島
の
視
察
等
を
目
的
と

す
る
、
隠
岐
の
島
町
等
、
竹
島
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
地
方
自
治
体
へ
の
訪
問
は
、
こ
れ
ま
で
一
切
な
さ
れ
た
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

六

政
府
と
し
て
今
後
、
北
方
領
土
問
題
だ
け
で
は
な
く
竹
島
問
題
に
つ
い
て
も
、
五
で
述
べ
た
趣
旨
の
国
務
大
臣
は
じ
め
政

府
職
員
に
よ
る
隠
岐
の
島
町
等
、
竹
島
問
題
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
地
方
自
治
体
へ
の
訪
問
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


